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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像対象となる生体部位が配される位置に、該生体部位の配置形状に合わせて設けられ
た２以上の生体検知部と、
　上記位置に配される上記生体部位を撮像する撮像部と、
　上記２以上の生体検知部の全てで生体が検知されたとき、上記撮像部を駆動する駆動部
と
　を具え、
　一の上記生体検知部は、所定の周波数でなる信号を発信し、
　他の１又は２以上の上記生体検知部は、上記信号の受信レベルの変化により、上記生体
を検知する
　撮像装置。
【請求項２】
　上記生体部位の配置形状は、直線状又は弧状でなり、
　上記撮像部は、上記２以上のセンサの両端を結ぶ直線の中点を通る垂線上に配された
　請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　生体を配すべきことを通知し、該通知内容を、生体が検知された生体検知部の数に応じ
て変更する通知手段
　を具える請求項１に記載の撮像装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は撮像装置に関し、バイオメトリクス認証に適用して好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、生体的特徴の１つとして血管が着目されている。一般に、撮像対象には指の血管
が採用される場合が多く、この場合、指を撮像位置に正しく配置させるためのガイドが設
けられる（例えば特許文献１）。
【０００３】
　ところで、ガイドを設けた場合、撮像装置を搭載する搭載対象の設計自由度がなくなる
とともに、搭載対象が大型化するため、当該ガイドをなくしたいという要請がある。
【特許文献１】特開２００５－７１１１８公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、ガイドをなくした場合、指を撮像位置に正しく配置することができない
、つまり位置ずれが頻発するといった問題が残ることになる。
【０００５】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、ガイドを設けることなく位置ずれを防止
し得る撮像装置を提案しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　かかる課題を解決するため本発明は、撮像装置であって、撮像対象となる生体部位が配
される位置に、該生体部位の配置形状に合わせて２以上の生体検知部を設けるとともに、
当該位置に配される生体部位を撮像する撮像部と、２以上の生体検知部の全てで生体が検
知されたとき、撮像部を駆動する駆動部とを設けるようにして、一の生体検知部が所定の
周波数でなる信号を発信し、他の１又は２以上の生体検知部が信号の受信レベルの変化に
より生体を検知するようにした。
【０００７】
　従って本発明では、撮像装置において、生体検知部により、所定の配置形状に配置され
た指を当接させることなく検知して、当該生体検知部を、撮像のトリガーとして機能させ
るとともに、指の配置位置に対するガイドとして機能させることができ、この結果、撮像
部に対する指の位置ずれを、ガイドを設けることなく防止することができるとともに、物
理的なガイドを配する場合に比して、生体検知部の配置位置を指の配置位置に対するガイ
ドとして用いる分だけ小型化することができる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、撮像対象となる生体部位が配される位置に、該生体部位の配置形状に
合わせて２以上の生体検知部を設けるとともに、当該位置に配される生体部位を撮像する
撮像部と、２以上の生体検知部の全てで生体が検知されたとき、撮像部を駆動する駆動部
とを設けるようにして、一の生体検知部が所定の周波数でなる信号を発信し、他の１又は
２以上の生体検知部が信号の受信レベルの変化により生体を検知するようにしたことによ
り、生体検知部により、所定の配置形状に配置された指を当接させることなく検知して、
当該生体検知部を、撮像のトリガーとして機能させるとともに、指の配置位置に対するガ
イドとして機能させることができ、かくしてガイドを設けることなく位置ずれを防止し得
る撮像装置を実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下図面について、本発明を適用した一実施の形態を詳述する。
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【００１０】
（１）本実施の形態による携帯電話機の外観構成
　図１は本実施の形態による携帯電話機１の外観構成を示したものである。この携帯電話
機１は、略直方体状の第１の筺体（以下、これを第１筐体と呼ぶ）２及び第２の筺体（以
下、これを第２筺体と呼ぶ）３と、ヒンジ部４とによって構成される。
【００１１】
　第１筺体２における一面Ｐ１の中央には、表示部１１が設けられ、当該一面Ｐ１のうち
ヒンジ部４の対向端には、スピーカ１２が設けられている。一方、第２筺体３における一
面Ｐ２の中央部には、電源キー、発呼キー、メニューキー及び文字入力キー等の各種操作
キーからなる操作部１３が設けられ、当該一面Ｐ２のうちヒンジ部４の対向端には、マイ
クロフォン１４が設けられている。
【００１２】
　ヒンジ部４は、第１筐体２の一端に形成された凹部と、第２筐体３の一端に形成された
凸部とを、筺体厚の方向に対して直交する方向を軸として連結しており、第１筐体２及び
第２筐体３の一面Ｐ１、Ｐ２が対向した状態（以下、これを閉状態と呼ぶ）から、当該一
面Ｐ１、Ｐ２が略平行な状態（以下、これを開状態と呼ぶ）まで、第１筺体２又は第２筺
体３を移動させ得るようになされている。
【００１３】
　この実施の形態における携帯電話機１には、指における血管の形成パターン（以下、こ
れを血管パターンと呼ぶ）を撮像する機能が搭載されており、図２に示すように、第１筺
体２における一面Ｐ１のうち表示部１１の上端と、スピーカ１２との間が、指を配する位
置として選定されている。
【００１４】
　この位置には、指が置かれたことを検知する感圧タイプのセンサ部（以下、これを指置
検知部と呼ぶ）２１、２２が、まっすぐのばした状態の指に合わせて、所定の間隔を隔て
て配される。
【００１５】
　また、第１筺体２における一面Ｐ１のうち、これら指置検知部２１、２２と、スピーカ
１２との間には、近赤外光を照射する光源部２３が設けられている。
【００１６】
　一方、第２筐体３における一面Ｐ２のうち、該第２筐体３の一端に形成された凸部には
、指置検知部２１、２２の両端を結ぶ直線の中点ＭＰを通る垂線上に、撮像部２４が設け
られている。
【００１７】
　したがって、この携帯電話機１では、指置検知部２１、２２に指が置かれた場合、光源
部２３から指に照射された近赤外光は、当該指の内方を反射及び散乱するようにして経由
し、指の血管を投影する血管投影光として撮像部２４に入射することになる。
【００１８】
　かかる構成に加えて、この携帯電話機１におけるヒンジ部４は、図３に示すように、第
１筐体２及び第２筐体３の一面Ｐ１、Ｐ２がなす角度のうち、指の血管パターンの撮像角
度として選定された角度（以下、これを指撮像角度と呼ぶ）θで、第１筐体２又は第２筐
体３を位置決めし得るようになされている。
【００１９】
　また、第２筐体３の凸部に設けられた撮像部２４は、指撮像角度θ（図３）で位置決め
された第１筐体２の一面Ｐ１に対して垂直となる方向に撮像開口ＯＰを有し、当該撮像開
口ＯＰを介して、指が配される一面Ｐ１と平行に入射する撮像光を撮像素子に導光するよ
うになされている。これによりこの携帯電話機１は、指の血管パターンにおける投影歪を
低減することができるようになされている。
【００２０】
（２）携帯電話機の回路構成
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　次に、この携帯電話機１の回路構成を説明する。この携帯電話機１は、図４に示すよう
に、制御部３０に対して、表示部１１、メモリ３２、駆動部３３及び通信処理部３４をそ
れぞれバス３５を介して接続することにより構成される。
【００２１】
　制御部３０は、この携帯電話機１全体の制御を司るＣＰＵ(Central Processing Unit)
と、各種プログラム及び設定情報が格納されるＲＯＭ(Read Only Memory)と、当該ＣＰＵ
のワークメモリとしてのＲＡＭ(Random Access Memory)とを含むマイクロコンピュータと
して構成される。
【００２２】
　この制御部３０には、登録対象のユーザ（以下、これを登録者と呼ぶ）の血管を登録す
るモード（以下、これを血管登録モードと呼ぶ）の実行命令、登録者本人を承認するモー
ド（以下、これを認証モードと呼ぶ）の実行命令、電子メールを作成及び送信するモード
の実行命令、通話モードの実行命令などの各種命令が、ユーザ操作に応じて操作部１３（
図１）から入力される。
【００２３】
　またこの制御部３０には、指が配されていることを表す検知信号Ｓ１、Ｓ２が、対応す
る指置検知部２１、２２からそれぞれ入力され、第２筐体３に対する第１筐体２の位置が
指撮像角度θ（図３）であることを表す検知信号Ｓ３が、この携帯電話機１の所定位置に
設けられた筐体位置検知部３６から入力される。
【００２４】
　制御部３０は、入力される命令に基づいて実行すべきモードを決定し、この決定結果に
対応するプログラムと、各種検知信号Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３とに基づいて、表示部１１、メモ
リ３２、駆動部３３及び通信処理部３４を適宜制御して各種処理を実行するようになされ
ている。
【００２５】
　表示部１１は、制御部３０から与えられる表示データに基づく内容を、文字や図形によ
り表示画面に表示するようになされている。
【００２６】
　メモリ３２は、例えばフラッシュメモリでなり、該メモリ３２には、音声データ、画像
データ及び電子メールデータや、血管登録モードの場合に生成される登録者のデータ（以
下、これを登録データと呼ぶ）が記憶される。
【００２７】
　駆動部３３は、光源部２３を駆動することにより近赤外光を照射させる。また駆動部３
３は、撮像部２４における光学系のうち所定の光学レンズに対するレンズ位置を調整する
とともに、制御部３０により設定された露出値（ＥＶ(Exposure Value)値）に基づいて、
撮像部２４における絞りの絞り値と、撮像素子に対するシャッター速度（露出時間）とを
調整し、該調整後に撮像素子から出力される撮像データを制御部３０に供給する。
【００２８】
　通信処理部３４は、マイクロフォン１４又は制御部３０から供給される各種信号に対し
て所定の変調処理を施した後に増幅し、この結果得られる信号を、この携帯電話機１に設
けられたアンテナＡＮＴを介してアップリンク波信号として基地局（図示せず）に送信す
る。
【００２９】
　一方、通信処理部３４は、基地局（図示せず）から送信されたダウンリンク波信号をア
ンテナＡＮＴを介して受信し、増幅した後に所定の復調処理を施し、この結果得られる信
号をスピーカ１２又は制御部３０に送出するようになされている。
【００３０】
（３）制御部の処理内容
　次に、制御部３０の処理内容として、血管登録モードと、認証モードとの処理内容をそ
れぞれ説明する。
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【００３１】
（３－１）血管登録モード
　制御部３０は、実行すべきモードとして血管登録モードを決定した場合、動作モードを
血管登録モードに遷移し、登録処理（図５）を開始する。
【００３２】
　この場合、制御部３０は、指撮像角度θ（図３）に第１筐体２又は第２筐体３を移動さ
せるべき第１の事項と、第１筐体２の指置検知部２１、２２上に指をまっすぐのばした状
態で置くべき第２の事項とを、表示部１１を介して視覚通知するとともに、スピーカ１２
を介して聴覚通知する。
【００３３】
　そして制御部３０は、指置検知部２１、２２及び筐体位置検知部３６から、対応する検
知信号Ｓ１、Ｓ２及びＳ３の入力を待ち受ける（図５：ステップＳＰ１及びステップＳＰ
２のループ）。
【００３４】
　ここで、指置検知部２１、２２の双方から対応する検知信号Ｓ１又はＳ２が入力されな
い場合、このことは、第１筐体２における所定の指配置位置に指が置かれていないことを
意味する。
【００３５】
　また、指置検知部２１、２２の一方からのみ対応する検知信号Ｓ１又はＳ２が入力され
ている場合、このことは、撮像部２４の光軸（図２における撮像部２４と中点ＭＰ間の一
点鎖線に相当）と指とのなす角度が直角でない、つまり、指置検知部２１、２２を結ぶ直
線と平行に指が置かれていない、又は、指置検知部２１、２２を結ぶ直線と平行に指が置
かれている場合であっても、指先が指置検知部２１、２２のいずれかに達していないこと
を意味する。
【００３６】
　一方、筐体位置検知部３６から対応する検知信号Ｓ３が入力されない場合、このことは
、第１筐体２及び第２筐体３の一面Ｐ１、Ｐ２が指撮像角度θ（図３）となっていない、
つまり指置検知部２１、２２と、撮像部２４との位置関係が、指の血管パターンが最小の
投影歪となる状態で撮像される位置関係となっていないことを意味している。
【００３７】
　したがって、制御部３０は、この血管登録モードに遷移した時点から所定の待ち時間が
経過しても、検知信号Ｓ１、Ｓ２及びＳ３の全てが対応する指置検知部２１、２２及び筐
体位置検知部３６から入力されないとき（図５：ステップＳＰ２「ＹＥＳ」）、該待ち時
間が経過したことを表示部１１及びスピーカ１２を介して通知し（図５：ステップＳＰ３
）、この後この登録処理を終了する。
【００３８】
　これに対して制御部３０は、待ち時間が経過するまでに、検知信号Ｓ１、Ｓ２及びＳ３
の全てが対応する指置検知部２１、２２及び筐体位置検知部３６から入力されたとき（図
５：ステップＳＰ１「ＹＥＳ」）、光源部２３及び撮像部２４を駆動して血管撮像を開始
する（図５：ステップＳＰ４）。
【００３９】
　なお、光源部２３及び撮像部２４を駆動してから、撮像データを取得するまでの間に、
検知信号Ｓ１、Ｓ２及びＳ３の入力がいずれか１つでも非入力となった場合、制御部３０
は、撮像部２４を停止させるとともに、該非入力となった検知信号Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３に対
応する第１の事項又は第２の事項を、表示部１１及びスピーカ１２を介して警告し、警告
時点から所定の待ち時間が経過するまでに、非入力となった検知信号Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３が
再入力されなければ、この登録処理を終了する。
【００４０】
　そして制御部３０は、駆動した撮像部２４から供給される撮像データを取得した場合（
図５：ステップＳＰ５）、光源部２３及び撮像部２４の駆動を停止させた後（図５：ステ
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ップＳＰ６）、該撮像データに対して、例えば、輪郭抽出処理、画像切出処理、平滑化処
理、２値化処理及び細線化処理を順次施すことにより、該撮像データにおける画像内の血
管パターンを抽出する（図５：ステップＳＰ７）。
【００４１】
　この後、制御部３０は、この血管が抽出された画像を、登録データとして、メモリ３２
に記憶することにより登録し（図５：ステップＳＰ８）、この登録処理を終了する。
【００４２】
　このようにしてこの制御部３０は、血管登録モードを実行することができるようになさ
れている。
【００４３】
（３－２）認証モード
　制御部３０は、実行すべきモードとして認証モードを決定した場合、動作モードを認証
モードに遷移し、認証処理（図６）を開始する。
【００４４】
　この場合、制御部３０は、上述の血管登録モードの場合と同様に、指撮像角度θ（図３
）に第１筐体２又は第２筐体３を移動させるべき第１の事項と、第１筐体２の指置検知部
２１、２２上に指をまっすぐのばした状態で置くべき第２の事項とを通知する。
【００４５】
　そして制御部３０は、上述の血管登録モードの場合と同様に、指置検知部２１、２２及
び筐体位置検知部３６から、対応する検知信号Ｓ１、Ｓ２及びＳ３の入力を待ち受け（図
６：ステップＳＰ１１及びステップＳＰ１２のループ）、この認証モードに遷移した時点
から所定の待ち時間が経過しても、全ての検知信号Ｓ１、Ｓ２及びＳ３が入力されないと
きには（図６：ステップＳＰ１２「ＹＥＳ」）、該待ち時間が経過したことを表示部１１
及びスピーカ１２を介して通知し（図６：ステップＳＰ１３）、この認証処理を終了する
。
【００４６】
　これに対して制御部３０は、待ち時間が経過するまでに、検知信号Ｓ１、Ｓ２及びＳ３
の全てが対応する指置検知部２１、２２及び筐体位置検知部３６から入力されたとき（図
６：ステップＳＰ１１「ＹＥＳ」）、光源部２３及び撮像部２４を駆動して血管撮像を開
始し（図６：ステップＳＰ１４）、該撮像部２４から供給される撮像データに対して上述
の血管登録モードの場合と同一の画像処理を施す（図６：ステップＳＰ１５）。
【００４７】
　そして制御部３０は、この画像処理結果として得られる画像と、メモリ３２に登録され
た登録データとしての画像とを照合し（図６：ステップＳＰ１６）、当該合致の程度に応
じて登録者（正規ユーザ）であるか否かを判定する（図６：ステップＳＰ１７）。
【００４８】
　ここで、制御部３０は、登録者ではないと判定したときには（図６：ステップＳＰ１７
「ＮＯ」）、光源部２３及び撮像部２４を駆動させた時点から所定の期間が経過するまで
、撮像部２４から供給される撮像データを再取得し、該撮像データに対する画像処理結果
と、メモリ３２に登録された登録データとしての画像とを再照合する（図６：ステップＳ
Ｐ１５～ステップＳＰ１８のループ）。
【００４９】
　なお、光源部２３及び撮像部２４を駆動してから、照合結果として登録者であると判定
するまでの間に、検知信号Ｓ１、Ｓ２及びＳ３の入力がいずれか１つでも非入力となった
場合、制御部３０は、上述の血管登録モードの場合と同様に、撮像部２４を停止させると
ともに、該非入力となった検知信号Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３に対応する第１の事項又は第２の事
項を、表示部１１及びスピーカ１２を介して警告し、警告時点から所定の待ち時間が経過
するまでに、非入力となった検知信号Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３が再入力されなければ、この認証
処理を終了する。
【００５０】
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　一方、制御部３０は、登録者であると判定したときには（図６：ステップＳＰ１７「Ｙ
ＥＳ」）、光源部２３及び撮像部２４に対する駆動を停止させた後（図６：ステップＳＰ
１９）、当該判定に対応する処理として、例えば、複数の動作モードのうち一部の動作モ
ードの制限を解除し（図６：ステップＳＰ２０）、この認証処理を終了する。
【００５１】
　他方、制御部３０は、登録者であると判定されないまま、光源部２３及び撮像部２４を
駆動させた時点から所定の期間が経過したときには（図６：ステップＳＰ１８「ＹＥＳ」
）、光源部２３及び撮像部２４に対する駆動を停止させた後（図６：ステップＳＰ２１）
、当該判定に対応する処理として、例えば、表示部１１及びスピーカ１２を介して、当該
登録者ではないと判定されたことを視覚的及び聴覚的に通知し（図６：ステップＳＰ２２
）、この認証処理を終了する。
【００５２】
　このようにしてこの制御部３０は、認証モードを実行することができるようになされて
いる。
【００５３】
（４）動作及び効果
　以上の構成において、この携帯電話機１には、指を配する位置として選定された筐体面
Ｐ１に対して、指置検知部２１、２２が、まっすぐのばした状態の指に対応させて所定の
間隔を隔てて配される。
【００５４】
　そしてこの携帯電話機１は、指置検知部２１、２２から対応する検知信号Ｓ１、Ｓ２の
双方を受けたとき、光源部２３及び撮像部２４を駆動し、該指置検知部２１、２２に配さ
れた指の血管の撮像を開始する。
【００５５】
　これによりこの携帯電話機１は、指置検知部２１、２２を、血管撮像のトリガーとして
機能させるとともに、指の配置位置に対するガイドとして機能させることができることに
なる。
【００５６】
　したがってこの携帯電話機１では、撮像部２４に対する指の傾き（位置ずれ）を、ガイ
ドを設けることなく防止することができ、指置検知部２１、２２を指の配置位置に対する
ガイドとして用いる分だけ、物理的なガイドを配する場合に比して小型化することができ
る。
【００５７】
　この実施の形態における携帯電話機１は、かかる検知信号Ｓ１、Ｓ２に加えて、指の血
管パターンの撮像角度として選定された角度θ（指撮像角度θ（図３））で、第１筐体２
又は第２筐体３が位置決めされたことを表す検知信号Ｓ３を受けたとき、該位置決めされ
た第１筐体２の一面Ｐ１に対して垂直となる撮像開口ＯＰを介して入射する撮像光を撮像
素子に導光する。
【００５８】
　これによりこの携帯電話機１は、指の血管パターンにおける投影歪を低減することがで
きる。
【００５９】
　以上の構成によれば、指置検知部２１、２２を、血管撮像のトリガーとして機能させる
とともに、指の配置位置に対するガイドとして機能させることができるようにしたことに
より、ガイドを設けることなく位置ずれを防止し得る携帯電話機１を実現できる。
【００６０】
（５）他の実施の形態
　上述の実施の形態においては、バイオメトリクス認証対象を撮像する場合に適用するよ
うにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えばレントゲン写真を撮像す
る場合等、ある固定の撮像位置に撮像者自らが生体部位を配し、該配された生体部位を撮
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像する場合に広く適用することができる。
【００６１】
　したがって、撮像対象となる生体部位としては、指に限らず、その撮像対象の撮像画像
の用途に応じて例えば、手首、掌、口、足又は胸等の種々の部位を適用することができる
。また、撮像画像の用途がバイオメトリクス認証である場合、撮像画像から抽出する生体
パターンとして、上述の実施の形態では血管を適用するようにしたが、これに限らず、例
えば指紋、口紋又は神経等、この他種々の生体パターンを適用することができる。
【００６２】
　また上述の実施の形態においては、指が配されたことを検知するセンサとして、圧力式
の検知部を適用するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、電波式の
検知部を適用することができる。
【００６３】
　この電波式の検知部を、上述の実施の形態に適用した場合について、図２との対応部分
に同一符号を付した図７に示す。この図７において、第１筐体２における一面Ｐ１には、
圧力式の検知部２１、２２（図２）に代えて、送信側検知部４１、受信側検知部４２が設
けられる。
【００６４】
　この送信側検知部４１は、図８に示すように、正弦波交流源４１Ａと、筐体位置検知部
３６（図４）とが結線されたＡＮＤ回路４１Ｂを介して、該筐体位置検知部３６から検知
信号Ｓ３が供給される場合に、正弦波交流源４１Ａから出力される信号を送信電極４１Ｃ
から発信する。
【００６５】
　一方、受信側検知部４２は、図９に示すように、送信電極４１Ｃから発信される信号を
受信電極４２Ａから受信信号として受信し、これを検波回路４２Ｂを介して比較回路４２
Ｃに入力する。
【００６６】
　この比較回路４２Ｃは、分圧抵抗Ｒ１、Ｒ２により分圧された基準電圧に対する、受信
信号の振幅レベルが上回っているとき、検知信号Ｓ１をＡＮＤ回路４２Ｄに出力する。
【００６７】
　ＡＮＤ回路４２Ｄは、この比較回路４２Ｃからの検知信号Ｓ１と、筐体位置検知部３６
（図４）からの検知信号Ｓ３とが供給される場合に、検知信号ＳＸ１を制御部３０に供給
する。制御部３０では、この検知信号ＳＸ１を受けたときに血管撮像が開始される。
【００６８】
　ここで、これら送信側検知部４１、受信側検知部４２の双方の上に指が配されていない
場合又は送信側検知部４１、受信側検知部４２のいずれか一方の上にしか指が配されてい
ない場合、指を経由して送信側検知部４１及び受信側検知部４２が電気的に接続されない
ことになる。このため、この場合には、受信側検知部４２の比較回路４２Ｃでは、受信レ
ベルが基準電圧を上回らないので、該比較回路４２Ｃから、制御部３０に対して検知信号
ＳＸ１が与えられることはない。
【００６９】
　一方、送信側検知部４１、受信側検知部４２の双方の上に指が配された場合、指を経由
して送信側検知部４１及び受信側検知部４２が電気的に接続されることにより、受信側検
知部４２の比較回路４２Ｃでは、基準電圧に対する受信レベルの上昇が検出され、該比較
回路４２Ｃから、制御部３０に対して検知信号ＳＸ１が与えられることとなり、この結果
、血管撮像が開始される。
【００７０】
　ちなみに、送信信号の周波数と、所定位置に指が配されている場合及び指が配されてい
ない場合の受信感度との関係を図１０に示す。この図１０からも分かるように、送信信号
の周波数をおよそ８０［MHz］～１５０［MHz］であれば、指が配されている場合と、指が
配されていない場合との受信感度のレベル差が大きいので、指の配置の有無を検知可能で
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あることがわかる。
【００７１】
　このように送信側検知部４１、受信側検知部４２を指の配置形状に合わせて配し、送信
側検知部４１から発信される信号の受信レベルの変化を、受信側検知部４２において検出
することにより、第１筐体２の一面Ｐ１に対して指を当接することなく、指がまっすぐな
状態で所定位置に配されたことを検知することができる。したがって、電波式の検知部を
適用すれば、ユーザに対する使い勝手（ユーザフレンドリー）を向上することができる。
【００７２】
　なお、指が配されたことを検知するセンサとしては、この電波式の検知部４１、４２や
圧力式の検知部２１、２２に限らず、温度式の検知部又は光式の検知部（例えばカメラ）
等、この他種々の方式の検知部を適用することができる。
【００７３】
　また、センサの配置態様として、上述の実施の形態では、まっすぐのばした状態の指腹
面の形状に合わせて、２つの指置検知部２１、２２を所定の間隔を隔てて配するようにし
たが、本発明はこれに限らず、例えば、図２との対応部分に同一符号を付した図１１に示
すように、弧状に折り曲げた状態の指側面のうち、先端から第１間接までの間の部位、第
１間接から第２間接までの間の部位、第２間接から指の根元までの間の部位に合わせて、
３つの指置検知部５１、５２、５３を配するようにしてもよい。
【００７４】
　また例えば、手首、掌、口、足等を撮像する場合、当該部位の形状に合わせて複数の検
知部を配するようにしてもよい。さらに、顔等のように、表面に凹凸のある撮像対象を撮
像する場合、当該顔面方向の形状及び凹凸方向の形状に合わせて複数の検知部を配するこ
ともできる。このことは、配する方向は、上述の実施の形態のように面方向に限るもので
はないということを意味する。
【００７５】
　要は、その生体部位を配する際の形状に合わせて２以上の検知部を配するようにすれば
、上述の実施の形態の場合と同様の効果を得ることができる。
【００７６】
　さらに上述の実施の形態においては、生体部位（指）を検知部の上に配すべきことを通
知するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、該通知内容を、生体が
検知された生体検知部の数に応じて変更するようにしてもよい。
【００７７】
　例えば上述の実施の形態の場合、指置検知部２１、２２から対応する検知信号Ｓ１、Ｓ
２の双方を受けていない場合には、指を置くべきことを通知し、該指置検知部２１、２２
から対応する検知信号Ｓ１、Ｓ２の一方だけを受けている場合には、撮像部２４に対して
指を垂直に置くべきことを通知する。
【００７８】
　また、例えば図１１に示した指置検知部５１～５３の配置形態では、例えば、指置検知
部５１～５３から対応する検知信号の全てを受けていない場合、当該指置検知部５１～５
３のうち一指置検知部だけから検知信号を受けている場合には、指を置くべきことを通知
する。
【００７９】
　一方、指置検知部５１～５３のうち２つの指置検知部５１及び５２を受けている場合、
右指であればその指を左方向に移動すべきこと、左指であればその指の根元側を下方向に
移動すべきことを通知し、指置検知部５２及び５３を受けている場合、右指であればその
指の根元側を下方向に移動すべきこと、左指であればその指を右方向に移動すべきことを
通知し、指置検知部５１及び５３から検知信号を受けている場合、現在は位置している指
の真ん中部分を上方向に移動すべきことを通知する。
【００８０】
　この図１１の場合には、生体部位を配するパターンに合わせて配された２以上の検知部
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の相対位置と、生体が検知された検知部の位置との位置関係に基づいて、該生体部位を移
動すべきおおよその方向を、視覚的及び聴覚的に通知することができる。
【００８１】
　このようにすれば、検知部の配置位置により指をガイドするのみならず、該検知部にお
ける検知結果に基づく視覚的及び聴覚的な通知により指をガイドすることができるため、
指の位置ずれをより一段と防止することができるとともに、ユーザフレンドリー（使い勝
手）を向上することができる。
【００８２】
　上述の実施の形態においては、撮像部２４を固定とするようにした場合について述べた
が、本発明はこれに限らず、ヒンジ部４の回転に応じて撮像部２４を移動自在に取り付け
るようにしてもよい。具体的には、第１筐体２又は第２筐体３位置が指撮像角度θ（図３
）以外のときには、第２筐体３の一面Ｐ２に対して垂直方向となり、該指撮像角度θ（図
３）のときには、第１筐体２の一面Ｐ１に対して垂直方向（指が配される方向）となるよ
うに、撮像部２４（撮像部２４の撮像方向）を移動させる。
【００８３】
　このようにすれば、指撮像角度θ以外のときには、通常の被写体が撮像可能となるため
、ユーザフレンドリー（使い勝手）を向上することができる。
【００８４】
　さらに上述の実施の形態においては、制御部３０がＲＯＭに格納されたプログラムをＲ
ＡＭ上に展開し、そのプログラムに従って血管登録モード及び認証モードを実行するよう
にした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、ＣＤ(Compact Disc)、ＤＶＤ(Dig
ital Versatile Disc)、半導体メモリ等の記録媒体からインストールしたプログラムや、
インターネットからダウンロードしたプログラムに従って血管登録モード及び認証モード
を実行するようにしてもよい。
【００８５】
　さらに上述の実施の形態においては、制御部３０における各種処理をソフトウェアによ
り実行するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えば画像処理に
関する処理部分等、一部の処理をハードウェアにより実行するようにしてもよい。
【００８６】
　さらに上述の実施の形態においては、撮像機能、照合機能及び登録機能を有する携帯電
話機１を適用するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、当該機能ご
とに単体の装置に分けた態様で適用する等、用途等に応じて種々の態様で適用することが
できる。
【産業上の利用可能性】
【００８７】
　本発明は、固定される撮像範囲に対して撮像者自らが配した生体部位を撮像する場合に
利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】本実施の形態による携帯電話機の外観構成を示す略線図である。
【図２】指の配置パターンに対する、指置検知部及び撮像部の位置関係の説明に供する略
線図である。
【図３】撮像時における筐体位置と撮像撮像開口との関係の説明に供する略線図である。
【図４】携帯電話機の回路構成を示すブロック図である。
【図５】登録処理手順を示すフローチャートである。
【図６】認証処理手順を示すフローチャートである。
【図７】他の実施の形態による検知部を示す略線図である。
【図８】送信側検知部の構成を示す略線図である。
【図９】受信側検知部の構成を示す略線図である。
【図１０】送信周波数と、指の配置及び非配置時の受信感度との関係を示す略線図である
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。
【図１１】他の実施の形態による指置検知部を示す略線図である。
【符号の説明】
【００８９】
　１……携帯電話機、２……第１筐体、３……第２筐体、４……ヒンジ部、１１……表示
部、１２……スピーカ、１３……操作部、１４……マイクロフォン、２１、２２、５１、
５２、５３……指置検知部、２３……光源部、２４……撮像部、３０……制御部、３２…
…メモリ、３３……駆動部、３４……通信処理部、４１……送信側検知部、４２……受信
側検知部。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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